
○
財
務
省
告
示
第
九
十
三
号 

 

関
税
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
保
税
地
域
と
し
て
次

の
場
所
を
指
定
し
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

 

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
六
日 

財
務
大
臣 

安
住 

淳 

秋
田
港
外
港
地
区
コ
ン
テ
ナ
タ
ー
ミ
ナ
ル
指
定
保
税
地
域 

 

一 

土
地 

秋
田
県
秋
田
市
土
崎
港
相
染
町
字
大
浜
に
あ
る
北
緯
三
九
度
四
六
分
九
秒
、
東
経
一
四
〇
度
二
分
三
四
秒
の
地

点
を
起
点
と
し
、
同
起
点
か
ら
一
六
六
度
四
分
四
〇
秒
の
方
向
に
引
い
た
線
上
二
〇
二
・
七
三
七
メ
ー
ト
ル
の
地

点
を
ア
と
し
、
同
地
点
か
ら
二
一
一
度
二
分
三
八
秒
の
方
向
に
引
い
た
線
上
五
〇
・
五
三
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点
を

イ
と
し
、
同
地
点
か
ら
二
五
五
度
四
四
分
五
一
秒
の
方
向
に
引
い
た
線
上
三
四
九
・
二
八
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点
を

ウ
と
し
、
同
地
点
か
ら
一
六
五
度
一
七
分
一
六
秒
の
方
向
に
引
い
た
線
上
七
四
・
四
七
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点
を
エ

と
し
、
同
地
点
か
ら
二
五
四
度
五
七
分
一
四
秒
の
方
向
に
引
い
た
線
上
六
五
・
〇
五
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点
を
オ
と

し
、
同
地
点
か
ら
一
六
五
度
二
八
分
三
九
秒
の
方
向
に
引
い
た
線
上
二
四
・
九
六
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点
を
カ
と
し

、
同
地
点
か
ら
二
五
五
度
二
九
分
六
秒
の
方
向
に
引
い
た
線
上
四
九
・
一
七
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点
を
キ
と
し
、
同

地
点
か
ら
三
四
五
度
三
一
分
一
三
秒
の
方
向
に
引
い
た
線
上
二
九
一
・
四
〇
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点
を
ク
と
し
、
同



地
点
か
ら
七
五
度
七
分
七
秒
の
方
向
に
引
い
た
線
上
三
二
〇
・
六
三
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点
を
ケ
と
し
、
同
地
点
か

ら
三
四
六
度
三
〇
分
二
三
秒
の
方
向
に
引
い
た
線
上
四
二
・
〇
一
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点
を
コ
と
し
、
こ
れ
ら
の
地

点
と
起
点
と
を
順
次
結
ん
だ
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
る
土
地
一
一
三
、
四
九
三
・
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル 

 

二 

建
設
物 

（ 一 ） 

名 

称 
多
目
的
上
屋 

 
 

所
在
地 

秋
田
県
秋
田
市
土
崎
港
相
染
町
字
大
浜
一
四
番 

 
 

構 

造 

鉄
骨
造
平
家
建 

 
 

面 

積 

五
二
〇
・
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル 

（ 二 ） 

名 

称 

く
ん
蒸
施
設 

 
 

所
在
地 

秋
田
県
秋
田
市
土
崎
港
相
染
町
字
大
浜
一
二
番 

 
 

構 

造 

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
平
家
建 

 
 

面 

積 

一
八
三
・
二
〇
平
方
メ
ー
ト
ル 

 


